
レセコンと電子薬歴システム間で連携するデータについて

○受付のレセコンでの印刷等を経ず、調剤室等の電子薬歴システムで患者のオンライン資格確認等システム由来
のデータ（レセプトの診療・薬剤情報、電子処方箋の処方・調剤情報等）を閲覧できるようにするため、データ
連携ができるよう設定をお願いいたします。

○また、薬剤師が薬剤情報等を効果的に活用できるよう、PDF形式ではなく、XML形式でデータを連携できるよう
にお願いします。
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薬剤師

※JAHISより「電子処方箋運用における薬局レセコンと電子薬歴システムの連携仕様書Ver1.1」が公開されておりますので、そちらもご確認ください。
https://www.jahis.jp/standard/detail/id=1129

PDF形式での共有 XML形式での共有

薬剤師

レセコンと電子薬歴システム間の円滑なデータ連携をお願いします！

電子薬歴レセコン 電子薬歴レセコン

PDFファイルでもデータの活用はできるが、固定的な見
え方になってしまう。

XML形式でのデータであれば、電子薬歴ベンダーが薬剤
師にとって活用しやすい形で表示することが可能。

https://www.jahis.jp/standard/detail/id=1129
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